
　　○古物営業法関係事務取扱いに関する訓令 

 

平成30年12月３日 

本部訓令甲第13号 

 

 古物営業法関係事務取扱いに関する訓令を次のように定める。

 　　古物営業法関係事務取扱いに関する訓令

　古物営業法関係事務取扱いに関する訓令（平成７年群馬県警察本部訓令甲第10号）の全

 部を改正する。

 

 　（趣旨）

第１条　この訓令は、古物営業法（昭和24年法律第108号。以下「法」という。）、古物営

業法施行令（平成７年政令第326号）、古物営業法施行規則（平成７年国家公安委員会規

則第10号。以下「規則」という。）及び群馬県公安委員会の権限に属する事務の専決に

関する規程（平成25年群馬県公安委員会規程第２号）に基づく事務の取扱いについて必

 要な事項を定めるものとする。

 　（許可申請の受理）

第２条　警察署長（以下「署長」という。）は、法第５条第１項の規定による古物商又は

古物市場主の許可の申請（以下「許可申請」という。）があった場合は、生活安全部長

が別に定める警察署長用古物営業関係審査票（以下「警察署用審査票」という。）によ

り、許可申請書（規則別記様式第１号をいう。）に所定の事項が記入され、及び規則第

１条の３第３項各号に掲げる書類（以下「添付書類」という。）が添付されていること

 を確認した上、これを受理するものとする。

２　署長は、前項の規定により許可申請を受理した場合は、速やかに許可申請書、添付書

類及び警察署用審査票の写し（以下「許可申請書等」という。）を生活安全部生活安全

企画課長（以下「生活安全企画課長」という。）に送付するものとする。 

　（調査） 

第３条　生活安全企画課長は、前条第２項の規定による許可申請書等の送付を受けた場合

は、生活安全部長が別に定める警察本部用古物営業関係審査票（以下「警察本部用審査

票」という。）により、許可申請書等を点検するとともに、その許可を受けようとする

者（法人の場合は、その代表者及び役員を含む。）及びその管理者に選任しようとする

者の欠格事由（法第４条各号又は第13条第２項各号のいずれかに該当する事由をいう。

以下同じ。）の有無について、必要な調査を行わなければならない。 

　（審査） 

第４条　生活安全企画課長は、前条の規定による調査を行った場合は、警察本部用審査票

により、許可の可否について審査するものとする。 

 　（許可証の交付）

第５条　生活安全企画課長は、前条の規定による審査を行った結果、許可することが適当

であると認めた場合は、許可証（古物商許可証（規則別記様式第２号をいう。）又は古



物市場主許可証（規則別記様式第３号をいう。）をいう。以下同じ。）を作成し、許可申

請を受理した署長に送付するものとする。この場合において、許可証に記載する許可番

号は、営業種別ごとに各警察署の一連番号（12桁の数）とし、上位２桁は本県のコード

番号（４２）、引き続く３桁は許可申請を受理した警察署のコード番号、その次の４桁

 は西暦とし、残り３桁は００１から進行するものとする。

２　前項の規定により許可証の送付を受けた署長は、許可申請をした者に許可証を交付す

 るものとする。

　（不許可等の取扱い） 

第６条　生活安全企画課長は、第４条の規定による審査を行った結果、許可することが適

当でないと認めた場合は、意見を付して、警察本部長（以下「本部長」という。）に上

申しなければならない。 

２　生活安全企画課長は、本部長から不許可の決定通知を受けた場合は、その旨を許可申

請を受理した署長に通知するものとする。 

３　前項の通知を受けた署長は、許可申請をした者に古物営業不許可通知書（別記様式第

３号）を交付するものとする。この場合において、許可申請をした者から受領書（別記

様式第４号）を徴するものとする。 

　（許可証等の再交付） 

第７条　警察署の生活安全課長（以下「警察署生活安全課長」という。）は、法第５条第

４項の規定による許可証の再交付の申請があった場合は、警察署用審査票により、再交

付申請書（規則別記様式第４号をいう。）に所定の事項が記入されていることを確認し

た上、これを受理し、審査するものとする。この場合において、審査を行った結果、支

障がないと認めたときは、許可証を再交付するものとする。 

　（変更の届出等） 

第８条　警察署生活安全課長は、法第７条第１項の規定による変更の届出があった場合（同

条第３項の規定により同条第１項の規定による届出書の提出を経由して行う場合を含

む。）は、警察署用審査票により、変更届出書又は書換申請書（規則別記様式第５号を

いう。）に所定の事項が記入されていることを確認した上、これを受理するものとする。 

２　警察署生活安全課長は、法第７条第２項の規定による変更の届出があった場合（同条

第３項の規定により同条第２項の規定による届出書の提出を経由して行う場合を含む。）

は、警察署用審査票により、変更届出書又は書換申請書（規則別記様式第６号をいう。）

に所定の事項が記入され、及び規則第５条第７項に掲げる書類が添付されていることを

確認した上、これを受理するものとする。この場合において、当該届出が法人代表者若

しくは役員又は管理者の異動に係るもののときは、欠格事由の有無について、必要な調

査を行わなければならない。 

３　警察署生活安全課長は、前項の届出による変更事項が許可証の記載事項に該当する場

合において、警察署用審査票により、審査を行った結果、支障がないと認めたときは、

許可証の提出を受けて、許可証の記載事項の書換えをして交付するものとする。 

　（他の公安委員会に係る変更の届出等） 

第９条　削除 

　（許可証の返納） 



第10条　警察署生活安全課長は、法第８条第１項及び第３項の規定により許可証の返納が

あった場合は、警察署用審査票により、返納理由書（規則別記様式第９号をいう。）に

所定の事項が記入されていることを確認した上、これを受理するものとする。 

２　返納された許可証については、返納理由書とともに５年間保存するものとする。 

　（競り売りの届出） 

第11条　警察署生活安全課長は、法第10条第１項及び第３項の規定による競り売りの届出

があった場合（同条第２項の規定により同条第１項の規定による届出書を経由して行う

場合を含む。）は、警察署用審査票により、競り売り届出書（規則別記様式第10号をい

う。）に所定の事項が記載されていることを確認した上、これを受理するものとする。 

　（経由警察署長の変更の届出） 

第12条　削除 

　（古物競りあっせん業者営業開始等の届出） 

第13条　警察署生活安全課長は、法第10条の２第１項の規定による古物競りあっせん業者

の営業開始の届出があった場合は、警察署用審査票により、古物競りあっせん業者営業

開始届出書（規則別記様式第11号の２をいう。）に所定の事項が記入され、及び規則第

９条の２第３項各号に掲げる書類が添付されていることを確認した上、これを受理する

ものとする。 

２　警察署生活安全課長は、法第10条の２第２項の規定による古物競りあっせん業の廃止

の届出があった場合は、警察署用審査票により、廃止届出書（規則別記様式第11号の３

をいう。）に所定の事項が記入されていることを確認した上、これを受理するものとす

る。 

３　警察署生活安全課長は、法第10条の２第２項の規定による古物競りあっせん業の変更

の届出があった場合は、警察署用審査票により、変更届出書（規則別記様式第11号の４

をいう。）に所定の事項が記載され、及び規則第９条の２第３項各号に掲げる書類が添

付されていることを確認した上、これを受理するものとする。 

　（管理者解任勧告） 

第14条　署長は、古物商の営業所又は古物市場の管理者（以下次項において「管理者」と

いう。）が法第13条第４項に該当すると認めた場合は、管理者解任勧告上申書（別記様

式第５号）により、速やかに生活安全企画課長を経由して本部長に上申しなければなら

ない。 

２　署長は、公安委員会から管理者解任勧告の決定通知を受けた場合は、管理者解任勧告

書（別記様式第６号）を古物商又は古物市場主に交付するものとする。 

　（仮設店舗における営業の届出） 

第15条　警察署生活安全課長は、法第14条第１項ただし書の規定による仮設店舗における

営業の届出があった場合（同条第２条の規定により同条ただし書の規定による届出書の

提出を経由して行う場合を含む。）は、警察署用審査票により、仮設店舗営業届出書（規

則別記様式第14号の２をいう。）に所定の事項が記載されていることを確認した上、こ

れを受理するものとする。 

　（差止め） 

第16条　署長は、法第21条の規定により古物の保管を命じる場合は、古物保管命令書（別



記様式第７号）を交付するものとする。この場合において、保管の期間は、調査に必要

な最小限度にとどめるものとする。 

　（古物競りあっせん業者に係る認定の申請等） 

第17条　署長は、法第21条の５第１項の規定による古物競りあっせん業者に係る認定の申

請があった場合は、警察署用審査票により、古物競りあっせん業者認定申請書（規則別

記様式第16号の２をいう。）に所定の事項が記入され、及び規則第19条の４第４項各号

に掲げる書類が添付されていることを確認した上、これを受理するものとする。 

２　署長は、前項の申請を受理した場合は、必要な調査を行った上、意見を付して生活安

全企画課長に上申するものとする。この場合において、生活安全企画課長は、内容を審

査し、上申のあった署長に対し、認定又は不認定の決定通知を行うものとする。 

３　署長は、生活安全企画課長から古物競りあっせん業者に係る認定の決定通知を受けた

場合は認定通知書（別記様式第８号）を、不認定の通知を受けた場合は不認定通知書（別

記様式第９号）を申請者に交付するものとする。この場合において、不認定通知書を交

付したときは、申請者から受領書を徴するものとする。 

４　署長は、規則第19条の９第２項の規定による業務の実施方法に係る変更の届出があっ

た場合は、警察署用審査票により、業務実施方法変更届出書（規則別記様式第16号の４

をいう。）に所定の事項が記載され、及び規則第19条の４第４項第３号に掲げる書類が

添付されていることを確認した上、これを受理するものとする。 

　（外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請等） 

第18条　署長は、法第21条の６第１項の規定による外国古物競りあっせん業者に係る認定

の申請があった場合は、警察署用審査票により、外国古物競りあっせん業者認定申請書

（規則別記様式第16号の５をいう。）に所定の事項が記入され、及び規則第19条の11第

４項各号に掲げる書類が添付されていることを確認した上、これを受理するものとする。 

２　前条第２項及び第３項の規定は、法第21条の６第１項の規定による外国古物競りあっ

せん業者に係る認定の申請について準用する。この場合において、「古物競りあっせん

業者」とあるのは、「外国古物競りあっせん業者」と読み替えるものとする。 

３　署長は、規則第19条の13第１項第１号の規定による認定外国古物競りあっせん業者に

係る廃止の届出があった場合は、警察署用審査票により、廃止届出書（規則別記様式第

16号の６をいう。）に所定の事項が記載されていることを確認した上、これを受理する

ものとする。 

４　署長は、規則第19条の13第１項第２号の規定による認定外国古物競りあっせん業者に

係る変更の届出があった場合は、警察署用審査票により、変更届出書（規則別記様式第

16号の７をいう。）に所定の事項が記載され、及び規則第19条の11第４項第１号から第

３号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類が添付されていることを確認した

上、これを受理するものとする。 

５　署長は、規則第19条の13第１項第３号の規定による業務の実施方法に係る変更の届出

があった場合は、警察署用審査票により、業務実施方法変更届出書（規則別記様式第16

号の８をいう。）に所定の事項が記載され、及び規則第19条の11第４項第４号に掲げる

書類が添付されていることを確認した上、これを受理するものとする。 

　（立入り等） 



第19条　法第22条第１項の規定による立入り及び調査は、生活安全企画課長が指定した警

察職員が行うものとする。 

２　生活安全企画課長は、前項の規定により警察職員を指定した場合は、被指定警察職員

に規則第20条に定める身分証明書を交付するとともに、、立入検査指定名簿（別記様式

第９号の２）に搭載するものとする。 

３　被指定職員は、立入り及び調査を実施した場合は、その結果を生活安全部長が別に定

める報告書により所属長に報告しなければならない。 

　（報告の提出等） 

第20条　署長は、法第22条第３項の報告を求める場合は、報告要求書（別記様式第10号）

により行うものとする。 

２　署長は、前項の規定により報告を求めた場合は、報告要求整理簿（別記様式第11号）

に登載し、その経過を明らかにしておくものとする。 

　（指示） 

第21条　署長は、法第23条の規定による指示の必要があると認める場合は、行政処分上申

書（別記様式第11号の２）に意見を付して生活安全企画課長に上申するものとする。 

２　生活安全企画課長は、前項による上申を受理し、業務の適正な実施を確保するため必

要な措置が必要だと認めた場合は、上申のあった署長に対し、指示書（別記様式第12号）

 を送付するものとする。

３　署長は、指示書の送付を受けた場合は、当該指示書を速やかに被処分者に交付し、被

処分者から受領書（別記様式第13号）を徴するとともに、指示事項についてその遵守状

 況を確認するものとする。

　（営業の停止等） 

第22条　署長は、法第６条第１項若しくは第２項若しくは第24条の規定による営業許可の

取消し若しくは営業の停止又は規則第19条の10若しくは第19条の14の規定による認定古

物競りあっせん業者若しくは認定外国古物競りあっせん業者に係る認定の取消しの必要

があると認めた場合は、生活安全企画課長に報告して協議した上で、行政処分上申書に

意見を付して速やかに公安委員会に上申するものとする。 

 ２　署長は、行政処分通知書の送付を受けた場合（法第６条第２項による営業許可の取

消しを除く。）は、当該通知書を速やかに被処分者に交付し、被処分者から受領書を徴

するとともに、処分内容の遵守状況を確認するものとする。 

　（台帳の備付け等） 

第23条　署長は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める台帳を備え付けるもの

とする。 

　⑴　規則第１条の３第２項の規定による主たる営業所又は古物市場（以下「主たる営業

所又は古物市場」という。）を管轄する警察署長　古物商・古物市場主正許可台帳（別

記様式第16号） 

　⑵　営業所又は古物市場（主たる営業所又は古物市場を除く。）を管轄する警察署長　

古物商・古物市場主副許可台帳（別記様式第17号） 

　⑶　古物競りあっせん業者を管轄する警察署長　古物競りあっせん業者台帳（別記様式

第18号） 



２　署長及び警察署生活安全課長は、第７条、第８条第１項及び第２項、第10条第１項、

第11条、第12条、第13条第１項及び第２項、第15条、第17条第４項並びに第18条第３項

から第５項の規定による申請若しくは届出を受理した場合、第21条第１項の規定により

指示書を交付した場合又は第22条第２項の規定により行政処分通知書を交付した場合

は、前項の台帳に必要事項を記載しておくものとする。 

３　署長は、第８条第２項の規定により変更届出書（主たる営業所を他の警察署の管轄区

域に異動した旨の届出に限る。）を受理した場合は、当該届出書に記載された営業所又

は古物市場の所在地の管轄署長に対し、当該変更届出書の写し及び当該営業者に係る古

物商・古物市場主正許可台帳を送付するものとする。この場合において、営業者が他の

警察署の管轄区域内に営業所又は古物市場を有するときは、当該営業所又は古物市場の

所在地の管轄署長に対して当該届出書に係る事項を通知するものとする。 

　（国家公安委員会等への通知） 

第24条　生活安全企画課長は、警察署長が第２条、第７条、第８条第１項及び第２項、第

10条第１項、第11条並びに第15条の規定による申請又は届出を受理した場合において、

第21条第１項の規定により指示書を交付したとき又は第22条第２項の規定により行政処

分通知書を交付したときは、国家公安委員会及び関係する他の警察署長に通知するもの

 とする。

　　　附　則 

 　この訓令は、制定の日から施行する。

　　　附　則　（令和２年５月20日本部訓令甲第５号） 

 　この訓令は、制定の日から施行する。

　　　附　則　（令和３年３月12日本部訓令甲第４号） 

 　（施行期日）

 １　この訓令は、制定の日から施行する。

 　（経過措置）

２　この訓令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されて

 いる書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

　　　附　則　（令和７年３月13日本部訓令甲第７号） 

 　この訓令は、令和７年４月１日から施行する。

 

別記様式省略


